
「婚活ツアーin能登・加賀（仮称）」業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  結婚を希望しながらも出会いの機会に恵まれない県内在住者に出会いの機会を提供するため、三

大都市圏（首都圏、関西圏、中京圏）在住者を招き、ともに県内を巡る１泊２日のツアーを実施す

る。本県の魅力を知ってもらい、県内在住者との交際、結婚を具体に考えてもらうべく、本県なら

ではの観光や体験を盛り込むとともに、ワークショップなど参加者同士が協力して活動する時間を

設け、交際に向けたきっかけづくりを行う。 

 

２ 委託業務 

（１）業務名 

「婚活ツアーin能登・加賀（仮称）」実施業務 

（２）委託内容 

別添「『婚活ツアーin能登・加賀（仮称）』業務委託プロポーザル仕様書」のとおり 

※仕様書の委託業務内容は現時点の予定であり、今後、変更する可能性があります。 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和３年３月３１日（水）まで 

（４）委託料上限額 

１，９００，０００円（消費税及び地方消費税を含む、ツアー２回分） 

なお、この金額は委託金額であり、参加者負担金は含んでいない 

 

３ 参加条件 

（１）資格要件 

次のすべてを満たすこととします。 

ア 優れた企画制作能力を有し、提案内容を確実に遂行できる体制であること。 

イ 結婚支援やイベント実施についてのノウハウを有すること。 

ウ 旅行業法（昭和 27年法律第 239号）に基づく第１種又は第２種の旅行業登録が 

なされている者であること。 

エ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者で 

あること。  

オ 石川県から競争入札の指名停止又は見積もり合わせへの参加排除を受けて、企画提案 

  受付期間において指名停止期間中又は参加排除期間中にある者でないこと。 

カ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

キ 石川県暴力団排除条例（平成 23年石川県条例第 20条）第６条に基づく暴力団、暴力団

員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。 

       ク 石川県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、企画提案書の

提出日現在において未納がない者であること。 

（２）提案は１者１件とします。 

 



 

 

４ 参加申込 

（１）提出書類と方法 

企画提案しようとする者は、「提案参加申込書」（様式１）に次の書類を添えて、公益財団

法人いしかわ結婚・子育て支援財団（「９ 担当部局」参照）に郵送または持参により提出し

てください。 

 ア 会社概要書（様式２） 

イ 過去５年間の国または地方公共団体の類似業務実績（様式３） 

（２）提出期限 

    令和２年７月１５日（水）１７時（必着、期限に遅れた場合は受け付けません。） 

 

５ 企画提案書の提出 

（１）提出資料 

    ア 提案書（様式５） 

    イ 企画提案書（Ａ４判片面印刷） 

      ※企画提案書の内容については別添「『婚活ツアーin能登・加賀（仮称）』業務委託プ

ロポーザル仕様書」に従って作成してください。また、以下が簡潔に分かるものとし

てください。 

      ・「『婚活ツアーin能登・加賀（仮称）』業務委託プロポーザル仕様書」４①～⑫の内容

（実施スケジュール、募集方法含む） 

      ・実施体制（事業実施体制、当日の運営体制） 

      ・開催概要、当日スケジュール、参加者負担金（各ツアー・男女別） 

    ウ 見積書（内訳を含むものを「イ 企画提案書」内に綴じ込むこと） 

（２）提出部数 

    アについては１部、イ（ウを含む）については６部（社名を記してあるものを１部、記さ

れていないものを５部） 

（３）提出期限 

令和２年８月５日（水)  １７時（必着、期限に遅れた場合は受け付けません。） 

（４）提出先と方法 

「９ 担当部局」へ持参又は郵送してください。 

（５）留意事項 

    ・企画提案に係る一切の費用は全て提案者の負担とする。 

・提出された企画提案書等の提出物は返却しないこととする。 

・プロポーザルで知り得た内容については、無断で使用しないものとする。 

・提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲において複製することがある。 

・見積書は会場使用料、謝金、旅費、ツアー運営費、広報費、資料の作成等に要するもの、

その他一切の費用を見込んだものを提出すること。 

・個人が消費する経費（飲食、宿泊代等）については参加者から徴収すること。 

（６）参加の辞退 

「提案参加申込書」（様式１）の提出後に辞退を申し出る場合は、「提案参加辞退届」（様式

４）を提出してください。 



 

 

６ 企画提案に関する質問 

（１）質問の提出方法 

    ９に記載されている電子メールアドレス宛に、「質問書」（様式６）を送付してください。

件名は「『婚活ツアーin能登・加賀』（仮称）に関する質問」としてください。なお、電話及

び口頭による質問は受け付けしません。 

（２）質問の提出期限 

令和２年７月１０日(金)１７時（必着、期限に遅れた場合は受け付けません。） 

（３）回答 

電子メールにより質問者に回答するほか、必要に応じて他の参加申込者に対し情報提供を

行います。 

 

７ 審査 

（１）事前選考 

企画提案への参加申込者が多数の場合は、企画提案書の内容によりプレゼンテーション 

（質疑応答）実施者を絞り込む事前選考を実施する場合があります。その場合は、事前選考

の結果を書面にて通知します。 

（２）プレゼンテーション(質疑応答)の実施 

ア 提案内容についてプレゼンテーションの機会を与えると同時に質疑応答を行います。 

イ プレゼンテーションは、受注した場合に業務を主として担当する者が行ってください。 

ウ 実施日時（令和２年８月１７日頃を予定）、場所等の詳細については提出者あてに別途

通知します。 

エ プレゼンテーションの際に資料を追加することは出来ません。プレゼンテーションは提

出資料を基に行ってください。時間は２０分以内とします。その後、１０分程度質疑応答

を行います。 

オ パワーポイントを使用するプレゼンテーションを希望する場合は、その旨を事前に連絡

する他、内容は企画提案書と同じものとしてください。 

（３）審査 

ア 審査基準（別表）に基づき、プロポーザル審査員がプレゼンテーション内容、企画提案

書等の審査を行い、最も優れた提案をしたと評価された者を受託候補者として選定しま

す。 

イ 企画提案への参加者が１者の場合であっても、プレゼンテーション（質疑応答）を実施

し、企画提案審査会において、内容の審査を行い、選定の可否を決定します。 

（４）審査結果 

ア 選定結果は、各者に文書で通知します。 

イ 審査内容及び各事業者の企画提案内容、見積額等については非公開とし、選定結果につ

いての質問、補足説明、異議申し立ては受け付けません。 

  



 

 

８ 選定後の手続き 

（１）手続 

ア 本業務の業務委託仕様書は受託候補者が提出した企画提案書が基本となりますが、受託

候補者との協議により最終決定することとします。 

イ なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行うものとします。 

ウ 石川県財務規則（昭和 38年 12月 31日規則第 67号）に定める随意契約の手続に準じて、

受託候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内であることを確認したうえで契約を締

結します。 

（２）契約保証金 

石川県財務規則第 136条の規定に準じて、契約保証金は免除とします。 

 

９ 担当部局 

（１）問合せ先 

〒９２０-８２０１ 石川県金沢市鞍月東２－１ 

公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団 （担当：山下、源司）  

電話 ： ０７６－２５５－１５３５ 

ＦＡＸ： ０７６－２５５－１５４４ 

E-Mail： konkatsu@i-oyacomi.net 

（２）書類等の提出、問合せ等は平日午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで 

とし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。 

【別表】 

審査基準 

観点 適用 

業務への理解 仕様書に基づき、当業務の基本となる考え方が理解されているか。 

企画力 

当業務の実施内容をより豊かなものとする提案が具体的に示されてお

り、かつ実現可能なものであるか。 

ツアーの参加意欲を引き出す企画内容となっているか。 

参加者が結婚に対する活動に前向きになる効果的な提案内容か。 

計画性 事業を円滑かつ確実に実施できる体制・スケジュールとなっているか。 

集客力 参加者の募集方法や集客策等に工夫がなされているか。 

費用対効果 
業務に必要な経費が適切に見積もられ、その内容や効果から見て適切

な範囲内となっているか。 

業務実績 
国または地方公共団体の類似業務への実績を持ち、当業務に対応でき

る優れた技術やアイデア、組織体制を有しているか。 

 


